
(57)【要約】
【目的】  染色体異常の判断を容易にする。
【構成】  ある細胞内の複数の染色体の形状を画像デー
タとして取り込む画像取り込み手段１１と、前記画像デ
ータを解析し、複数動原体型の染色体の候補の画像デー
タと染色体断片候補の画像データとに分類する解析手段
１５と、前記分類された画像データに基づき複数動原体
型の染色体候補の画像と染色体断片候補の画像とを同時
に表示する表示手段１６、１７とを備える。



【特許請求の範囲】
【請求項１】  ある細胞内の複数の染色体の形状を画像
データとして取り込む画像取り込み手段と、
前記画像データを解析し、複数動原体型の染色体の候補
の画像データと染色体断片候補の画像データとに分類す
る解析手段と、
前記分類された画像データに基づき複数動原体型の染色
体候補の画像と染色体断片候補の画像とを同時に表示す
る表示手段と、
を備えたことを特徴とする染色体画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】本発明は、染色体の画像を表示す
る装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】図７は、染色体の形態を示す図である。
染色体の形態は、図７（ａ）及び図７（ｂ）に示すよう
な２種類に大別される。それぞれは、腕と呼ばれる部位
８１と動原体と呼ばれる部位８２とから成る。また染色
体は、細胞内において分裂中期にみることができ、ヒト
の場合は、図７（ａ）及び（ｂ）に示す形態の染色体を
合わせて４６個もつ。
【０００３】図８は、放射線を照射されることによって
誘発される染色体異常の典型的な例を示す図である。図
８（ａ）は、２個の染色体が切断、再結合する際に同時
に生成されるものであり、動原体を複数もつ複数動原体
型の染色体を示している。図８（ｂ）は、動原体を持た
ない染色体断片を示している。
【０００４】被曝量と複数動原体型の染色体の発生頻度
とは、２次式で表される関係にある事が知られており、
複数動原体型の染色体の個数を計数する事によってその
個体が被曝した放射線量を推定する事が可能である。
【０００５】この複数動原体型の染色体をコンピュータ
で自動的に計数するシステムが提案されているが、現在
のところコンピュータの下した判断と臨床検査技師の下
した判断の一致率が低く実用的でない。
【０００６】そこで、複数動原体型の染色体の候補をコ
ンピュータが抽出し、それらを図９に示すように、画面
上に表示し、臨床検査技師がその画像を見て、診断する
事で染色体異常を検出しようとする装置が提案されてい
る。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】しかし、上記のように
複数動原体型の染色体の候補を表示して検査技師が診断
する場合、検査技師にとっても正常、異常の診断の難し
い染色体が存在する。図１０（ａ）及び（ｂ）に示すよ
うな染色体の場合、部位１０１及び部位１０３は、動原
体であることが容易に判別できるが、部位１０２及び部
位１０４は、容易に判別できない。部位１０２は、動原
体のようでもあり、腕の湾曲のようでもある。部位１０

４は、動原体のようでもあり、腕同士が交差しているよ
うでもある。したがって、このような場合、これらの染
色体を複数動原体型の染色体であると診断するのは非常
に困難である。
【０００８】そこで本発明は、染色体異常の判断を容易
にすることが出来る染色体画像表示装置を提供すること
を目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】前述したように、染色体
断片は、複数動原体型の染色体と同時に生成されること
から、複数動原体型の染色体と染色体断片は、同一細胞
内に同時に存在する。また、複数動原体型の染色体と染
色体断片が生じた場合でも、染色体数（複数動原体型の
染色体を含む）と染色体断片数の和（以下染色体数と略
す）は４６となる。また、動原体の数も４６で変わる事
はない。発明者は、この点に着目し、本発明をなすに至
った。
【００１０】本発明の染色体画像表示装置は、ある細胞
内の複数の染色体の形状を画像データとして取り込む画
像取り込み手段と、前記画像データを解析し、複数動原
体型の染色体の候補の画像データと染色体断片候補の画
像データとに分類する解析手段と、前記分類された画像
データに基づき複数動原体型の染色体候補の画像と染色
体断片候補の画像とを同時に表示する表示手段とを備え
た構成とした。
【００１１】
【作用】染色体分析による線量推定法において、ある染
色体が、複数動原体型の異常である場合、被曝後初めて
分裂するリンパ球であれば、同じ細胞内に染色体断片が
存在する。従って、本発明のように、複数動原体型の染
色体候補の画像と染色体断片候補の画像とを同時に表示
することにより、判断の困難な複数動原体型の染色体の
場合、表示を見ながら染色体数を計数することと染色体
断片の存在の有無を確認することによって、判断の支援
とすることができる。
【００１２】
【実施例】
（実施例１）図１は、本発明の第１の実施例による染色
体画像表示装置の構成を示すブロック図である。図１に
おいて、画像取込み装置１１は、ＴＶカメラ１２、顕微
鏡１３、及び電動で移動するステージ１４と接続されて
おり、これらをコントロールし、カメラ１２から画像を
取り込む。取り込んだ画像データは画像データ記憶装置
１８に出力され記憶される。
【００１３】画像解析装置１５は、画像データ記憶装置
１８に記憶された画像データを読み出して画像を解析
し、染色体画像データを分類する。分類した結果を示す
データは、画像データ記憶装置１８に記憶される。
【００１４】表示制御装置１６は、画像データ記憶装置
１８に分類されて記憶された染色体画像データをディス
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プレイ１７に表示する。ここで、画像取込み装置１１、
画像解析装置１５、表示制御装置１６は、１台のコンピ
ュータで兼用することも可能である。
【００１５】実施者は、染色体が見られる分裂中期の細
胞のスライドを用意して、顕微鏡１３下部のステージ１
４にセットする。顕微鏡１３で拡大した染色体像を解像
度の高いＴＶカメラ１２で取り込み、画像信号をデジタ
ル化して、画像取込み装置１１に入力する。さらに、ス
テージ１４を移動させることにより、別の分裂中期の細
胞を見つけ、その染色体画像を画像取込み装置１１に入
力する。このような動作を繰り返して行うのであるが、
入力された各染色体画像は画像解析装置１５に送って解
析してもよいし、一旦画像データ記憶装置１８に記憶し
た後で記憶された画像データを画像解析装置１５で読み
込んで解析してもよい。
【００１６】図２は、画像解析装置１５における、染色
体画像を解析する方法を説明するための図である。図２
（ａ）に示すように、個々の染色体画像に対し、染色体
画像２１の対象軸（以下、主軸と称す）２２を取得し、
主軸２２に対して垂直方向２３の断面の濃度値を積算す
る。この処理を主軸２２に沿った複数の垂直方向につい
てそれぞれ行い、主軸方向位置に対応した濃度積算値を
求める。そして、図２（ｂ）のような、主軸方向位置に
対応した濃度積算値をプロットしたグラフを取得する。
図２（ｂ）のグラフにおいて、横軸は主軸方向位置を示
し、縦軸は濃度の積算値を示す。
【００１７】このグラフを見ればわかるように、染色体
画像の動原体の部位で濃度値が下がっており、染色体画
像の特徴をよく示している。
【００１８】図３は、種々の染色体画像に対する、図２
（ｂ）のような主軸方向位置と濃度積算値のグラフであ
る。図３に示すように、個々の染色体画像のこのグラフ
の形状を比較することによって、複数動原体型の染色体
候補の画像と染色体断片候補の画像を抽出することがで
きる。
【００１９】たとえば、図３（ｂ）のように、濃度積算
値が下がる部分が１箇所ある場合は、正常な染色体と判
断するが、図３（ａ）のように、濃度積算値が下がる部
分が２箇所（あるいはそれ以上）ある場合は、複数動原
体型の染色体候補であると判断する。また、図３（ｃ）
及び（ｄ）のように、濃度積算値が下がる部分がグラフ
の両端以外にない場合は染色体断片候補と判断する。ま
た、細胞内の染色体数及び動原体数を計数する。
【００２０】以上のようにして、画像解析装置１５で解
析された結果のデータは、画像データ記憶装置１８に送
られ記憶される。さらに、画像表示装置１６により、抽
出された複数動原体型の染色体候補の画像と染色体断片
候補の画像とを、実施者が同時に見られるようにディス
プレイの画面に表示する。実施者は、この画面に表示さ
れた候補を評価し、染色体数、動原体数を参考にし、染

色体異常であるか否かの診断を下す。
【００２１】図４（ａ）、図４（ｂ）、図４（ｃ）は、
それぞれ複数動原体型の染色体候補の画像と染色体断片
候補の画像とをディスプレイに表示した例である。画面
を左右に２分割し、左側に複数動原体型の染色体候補の
画像を、右側に染色体断片候補の画像を表示している。
このような表示は、画像表示装置１６が、画像データ記
憶装置１８に記憶された染色体画像データと画像解析結
果データを読み込むことにより行う。
【００２２】図４（ａ）の細胞番号１は、１つの複数動
原体型の染色体候補（左側画面）と１つの染色体断片候
補（右側画面）が同一細胞内に存在するので、左側画面
の複数動原体型の染色体候補は、複数動原体型の染色体
であることが分かる。
【００２３】また、図４（ｂ）の細胞番号２は、２つの
複数動原体型の染色体候補（左側画面）と、２つと染色
体断片候補（右側画面）が同一細胞内に存在するので、
左側画面の２つの複数動原体型の染色体候補の双方が、
複数動原体型の染色体であることが分かる。
【００２４】同様に、図４（ｃ）の細胞番号３は、２つ
の複数動原体型の染色体候補（左側画面）と、１つと染
色体断片候補（右側画面）が同一細胞内に存在するの
で、左側画面の２つの複数動原体型の染色体候補のどち
らかが、複数動原体型の染色体であることが分かり、こ
の場合、より複数動原体型の染色体らしい左側画面左の
画像が複数動原体型の染色体の画像であることが分か
る。
【００２５】（実施例２）実施例１と同様の装置及び方
法で複数動原体型染色体候補と染色体断片候補を抽出
し、図５に示すような表示をする。
【００２６】図５において、細胞全体の画像５１と、５
２は図４と同様に、左側に複数動原体型の染色体候補が
表示され、右側に染色体断片候補が表示された画像５２
を示した。
【００２７】この際、染色体数を動原体数の和とともに
表示する。ここでは表示中の細胞内に含まれる染色体
数、動原体数の和、複数動原体型染色体（候補）数、染
色体断片（候補）数が表示（５３）されている。これら
の数は画像解析装置１５によって数えられた数である。
以上を実施者が同時に見られるように画面に表示する。
【００２８】（実施例３）実施例１と同様の装置及び方
法で複数動原体型染色体候補と染色体断片候補を、図６
に示すように細胞全体の画像６１中に枠（例えば図６中
の６２）で囲むことによって表示する。
【００２９】この際、染色体数を動原体数の和とともに
表示する。ここでは表示中の細胞内に含まれる染色体
数、動原体数の和、複数動原体型染色体（候補）数、染
色体断片（候補）数が表示（６３）されている。これら
の数は画像解析装置１５によって数えられた数である。
以上を実施者が同時に見られるように画面に表示する。
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【００３０】
【発明の効果】本発明によれば、従来の複数動原体型の
染色体候補のみを表示していた装置では診断の困難であ
った染色体を、容易に診断することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例１による染色体画像表示装置の
構成を示すブロック図である。
【図２】染色体画像を解析する方法を示すための説明図
である。
【図３】種々の染色体画像の主軸方向位置と濃度積算値
の関係を示すグラフである。
【図４】複数動原体型の染色体候補の画像と染色体断片
候補の画像とを表示した例を示す模式図である。
【図５】本発明の実施例２による複数動原体型の染色体
候補の画像と染色体断片候補の画像とを表示した例を示
す模式図である。
【図６】本発明の実施例３による複数動原体型の染色体
候補の画像と染色体断片候補の画像とを表示した例を示
す模式図。
【図７】正常な染色体の形態を示す模式図。
【図８】複数動原体型の染色体と染色体断片の例を示す

模式図。
【図９】従来の技術による異常染色体検出のための画像
表示を示す模式図。
【図１０】診断の困難な染色体の画像の例を示す模式
図。
【符号の説明】
１２：ＴＶカメラ
１３：顕微鏡
１４：電動ステージ
１１：画像取り込み装置
１５：画像解析装置
１６：画像表示装置
１８：画像データ記憶装置
１７：ディスプレイ
２２：染色体の主軸
２３：染色体の主軸に垂直に交わる線
８１：染色体の腕
８２：動原体
１０１，１０３：動原体
１０２，１０４：動原体との判断が困難な部位

【図１】 【図２】

【図７】
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【図３】 【図４】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図５】 【図６】
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